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有機フッ素化合物対策の推進を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり綾部市議会会議規則第１４条第１項の規定に

より提出します。  

 

  



有機フッ素化合物対策の推進を求める意見書  

 

近年、国及び都道府県が実施した水質検査により、全国の様々な自治体で有機

フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）の暫定指針値超過が判明している。  

そのような中、綾部市においても局地的に暫定指針値を大幅に超過した濃度の

高い地点があることが判明した。  

地域住民をはじめとする綾部市民の不安を払拭し安心を取り戻すため、また風

評被害を発生させないため、健康及び環境、農畜産物等への影響の評価方法並び

に科学的根拠に基づいた知見が早急に必要である。  

よって、綾部市議会は国に対し、下記の事項を早期に実施するよう強く要望す

る。  

 

記  

 

１ 最新の科学的知見を踏まえ、健康及び環境への影響について早期に明らかに   

すること。また、その情報を分かりやすく周知すること。さらに、健康への影響

等が懸念される場合は、対策等もあわせて検討し、各自治体への情報提供と必

要な支援を行うこと。 

２ 科学的知見を集積し、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの除去及び濃度低減方法を確立し、

各自治体や関係機関に情報提供すること。 

３ 土壌及び農畜産物へのＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの測定方法並びに評価方法を早期

に確立するとともに、必要な対策及び支援を行うこと。 

４ 公共用水域や地下水だけでなく、土壌汚染など環境全般に関するＰＦＯＳ、

ＰＦＯＡの汚染状況を広く把握し、当該地域の汚染原因を早期に究明するとと

もに、責任の所在を明らかにすること。 

５ 汚染状況が確認された自治体等は、その対策を講じるために多額の費用が必

要となることが見込まれ、財政面への影響が懸念されるため、当該団体に対し

ては財政的支援など必要な支援を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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